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別添１．対象事業の目的又は実施を必要とする理由 

 

1-1．事業の目的 

 本事業は、箱根町の強羅地区においてホテル施設を整備するものである。強羅地区は明治 27

年から温泉開発が行われており、大正 8 年の小田急箱根鉄道線（箱根登山電車）の開業、大正

10 年の小田急箱根鋼索線（箱根登山ケーブルカー）の開業により交通の利便性が高まったこと

で、温泉地として大きく発展した注）。本事業はこの強羅地区において、地域の自然、歴史、伝統

文化等と触れ合う観光の拠点を整備するものである。 

 リゾートトラスト株式会社は事業の計画地周辺に存在する自然環境を商品そのものと位置付

け、可能な限り現在の自然環境を保全するとともに、森林や景観の連続性に配慮しながら事業

を実施する。本事業においては、 

 

・富士箱根伊豆国立公園の自然、箱根町の歴史、文化、温泉等の多彩な観光資源との調和 

・リゾートトラスト株式会社が目指す、「ハイセンス・ハイクオリティ」「エクセレントホス

ピタリティ」の追求による宿泊客の満足度の向上 

・社会情勢の変化に伴う「持続可能な社会（サステナビリティ）」の実現に向けた取り組み 

 

 以上について十分に配慮しながら、箱根町における観光産業の持続的な発展に貢献すること

を目的とする。 

 

1-2．実施区域の検討経緯及び決定の理由 
 箱根町は富士・箱根・伊豆に連なる豊かな自然とともに、歴史、文化、温泉などの多彩な観

光資源を有している。また、首都圏に近接することもあり、年間を通して多くの観光客が訪れ

る地域である。現在は温泉旅館、ホテル、保養所、分譲別荘等が数多く存在するとともに、イ

ンバウンド需要の高まりとともに、外国人観光客が多数訪れる国際観光地となっている。 

 対象事業の実施区域が位置する強羅地区は、自動車では小田原市から国道 1 号、静岡県御殿

場市からは国道 138 号経由でアクセスが容易である。また、箱根登山電車、箱根登山ケーブル

カー等の公共交通機関によるアクセスも良好で、箱根登山ケーブルカーの沿線には温泉旅館や

ホテル、美術館などの観光資源が立地している。 

事業の実施区域は富士箱根伊豆国立公園の第２種特別地域の一部であるとともに、西側に火

山性ガスの噴気で知られる大涌谷が位置しているなど、変化に富む自然景観が存在する地域で

ある。 

 また、事業の実施区域はスケートリンクの跡地であり、近年は宗教法人の施設や、連休等の

混雑時における臨時駐車場として利用されていた。 

 なお、本事業の計画は、以下に示す神奈川県及び箱根町のマスタープランとも合致している。 

 

・「かながわ都市マスタープラン」（令和 3 年 3 月）において、箱根町を含む県西都市圏の都 

 市づくりは「歴史と自然につつまれ、観光と交流によるにぎわいのある都市づくり」を目 

注）「神奈川県温泉地学研究所観測だより 第 69 号、p.24」（2019 年、神奈川県温泉地学研究所） 
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標としている。 

・「箱根町第 3次都市計画マスタープラン」（平成 29 年 3月）において、事業の実施区域が含

まれる宮城野地域は、「多彩な自然と豊かな泉質 心を満たす緑風の里」を将来像として、

「満足度の高い住環境」や「豊かな自然環境を生かした観光地づくり」を目指すとされて

いる。 

 

 事業の実施区域は昭和 39 年（1964 年）にスケートリンクが開業する際に開発された土地で

ある。スケートリンクの廃業後は宗教法人の施設や臨時駐車場として利用されてきた。この間、

計画地はアスファルト舗装された造成地として維持されていた。 

 

 本事業はこの造成地を活用し、計画地周辺の自然環境に触れ合うことを付加価値として提供

するホテル事業を行うものである。 

 本計画地は大部分が既にアスファルト舗装された平坦地であるため、新たに修景植栽を行い、

緑地面積が増える見込みである。植栽計画にあたっては、「富士箱根伊豆国立公園 箱根地域管

理計画書（平成 16年 11 月、環境省南関東地区自然保護事務所）」に準拠し、本地域に自生する

植物と同種の植物あるいは本地域で従来から良く使用されており、既に風土になじんでいるも

のを使用する予定である。 

 また、計画地の北側（下側斜面）は別荘や保養所が立地する開発地域であり、南側（上側斜

面）は早雲山・神山に連なる山地の斜面林となっている。このような周辺環境との調和を図る

ため、建築物及び緑地の配置に工夫を凝らして緑の連続性に配慮することにより、自然景観と

の一体感を損なうことなく、地域全体の景観性の向上に寄与すると考えられた。 

 

 以上の検討経緯から、開発に伴う環境への負荷を抑制しながら、緑の連続性や景観性の向上

に寄与できると考えられるため、事業の実施区域は本ホテル事業を実施するうえで好適地であ

ると判断した。 

 

 

 


